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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経

て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 X 5151：2018 
 (ISO/IEC 14763-3：2014) 

光情報配線試験 

Information technology-Implementation and operation of customer 

premises cabling-Part 3: Testing of optical fibre cabling 

 

序文 

この規格は，2014 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 14763-3 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，JIS X 5150 及び他の配線規格を支援して作成された四つの国際規格の一つである。 

図 1 は，JIS X 5150 と他の国際規格及び配線システムに関連した規格との相互関係を示す。 

 

図 1－関連した国際規格の相互関係 

 

JIS X 5151 は，次の光ファイバ配線に対する検査及び試験手順を詳しく述べる。 

a) JIS X 5150，ISO/IEC 24764，ISO/IEC 24702 及び ISO/IEC 15018 を含む構内配線規格に従って設計さ

れた光ファイバ配線 

b) ISO/IEC 14763-2 の要件及び助言に従って施工された光ファイバ配線 

この規格の利用者は，関連する情報配線規格及び ISO/IEC 14763-2 を熟知することを推奨する。 

それぞれの施工に対する品質計画は，施工のための受け入れ試験及び抜き取り試験を定義できる。品質

計画の作成に対する要件及び助言は，ISO/IEC 14763-2 に説明されている。 
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